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 基本的事項 

 都市計画マスタープランとは 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18条の 2に規定される「市町村の都市計画に

関する基本的な方針」として市町村が策定する計画です。 

安八町都市計画マスタープラン（以下「本計画」という。）は、「大垣都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針」及び「安八町総合計画」などに即し、安八町（以下「本町」とい

う。）の将来像や土地利用の方針を明らかにします。また、道路、公園、下水道などの都

市施設といった都市計画・まちづくりに関する様々な分野について、その整備や保全の長

期的かつ総合的な指針としての役割を果たします。 

 

 

 策定の背景 

近年、本格的な人口減少社会の到来や少子高齢化の一層の進行、それに伴う経済活動の

低迷、環境問題の深刻化、自然災害に対する防災意識の向上など、本町を取り巻く情勢は

大きく変化しています。 

また、2018年 3月に安八スマートインターチェンジ（以下「安八スマート IC」という。）

が開通したことで、名神高速道路に直接アクセスできるようになり、広域的な交通利便性

が向上しました。安八スマート IC開通後、周辺では工業団地等の開発が進展しており、今

後もさらなる拡大が計画されています。 

今後、本町が持続的に発展していくためには、安八スマート IC周辺の交通立地環境を活

かした魅力的なまちづくりが必要であり、「安八町第六次総合計画」においても、目標の

ひとつである「安心・安全なまちをつくる」を達成するための施策の方針（ミッション）

として、「自然環境の保全と安全性の確保に努めながら地域の自然的、社会的、経済的、

文化的な諸条件に配慮し、安八スマート IC を活かした企業進出や住宅需要への対応など、

長期的な展望のもとに総合的かつ計画的な土地利用を図る」とされています。 

このような状況を踏まえ、本町における今後の都市計画の将来像を示すべく、2026 年 3

月に策定された「安八町立地適正化計画」と連携しつつ本計画を策定します。 
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 まちづくりの視点 

本計画の策定の背景から、「居住」、「都市活力」、「自然」、「交通」、「防災・防犯」

の 5つの視点でまちづくりを進めていきます。 

 

策定の背景 
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① 本格的な人口減少社会の到来や少子高齢化の一層の進行 

② ①に伴う経済活動の低迷 

③ 環境問題の深刻化 

④ 安八スマート ICの開通に伴う交通立地環境の変化 

⑤ 自然災害に対する防災意識の向上 

＜居住＞ 

・少子高齢化に対応し、持続可能な都市を目指した市街地の形成 

・市街化区域内の低・未利用地の有効活用 

＜都市活力＞ 

・安八スマート IC 開通による周辺地域での大規模な産業用地の確保に向け

た市街化区域の拡大や地区計画の検討 

 

 
＜自然＞ 

・自然環境の保全 

・身近な公園の整備検討 

＜交通＞ 

・安八スマート IC 周辺の道路網整備や都市計画道路の整備による道路ネッ

トワークの構築 

・公共交通ネットワークの充実による効率的な都市構造の構築 

＜防災・防犯＞ 

・防災・減災対策へのソフト面・ハード面の取り組み 

・防災・防犯の安全性が低い市街地の解消に向けた都市基盤整備の推進 
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 安八町都市計画マスタープランの位置付け 

本計画は、岐阜県が広域的な観点から都市計画の方針を定めた「大垣都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針」や、本町が策定する「安八町第六次総合計画」を上位計画とし

て、「安八町立地適正化計画」、「安八町空家等対策計画」、「安八町公共施設等総合管理

計画」、「安八町国土強靱化地域計画」、「安八町地域防災計画」などの各種関連計画と整

合を図りながら定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大垣都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（大垣都市計画区域マスタープラン） 
安八町第六次総合計画 

上位計画 

 
安八町都市計画マスタープラン 

安八町立地適正化計画 

即する 

整合・連携 

安八町地域防災計画 その他関連計画 

各種関連計画 

安八町公共施設等総合管理計画 安八町空家等対策計画 

安八町国土強靱化地域計画 
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 計画の構成 

本計画は、「基本的事項」をはじめ、「安八町の現状と課題」、「全体構想」、「実現化

施策」、「計画実現に向けて」から構成されています。 

「全体構想」では、本町全域を対象として将来の整備方針を示しており、「実現化施策」

では、具体的な個別の方針などを示しています。また、「計画実現に向けて」では、本計

画の実現化に向けた推進方針を定めています。 
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第 4 章 実現化施策 

4-1 安八スマート IC周辺の産業振興  

4-2 安八温泉周辺の観光振興 

安八町都市計画マスタープラン 
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5-1 協働によるまちづくりの推進  

5-2 各種事業の進捗管理、計画の見直し 
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 目標年次と対象区域 

都市計画マスタープランは、長期的な展望の下でまちづくりを考える必要があるため、

計画の対象期間は、概ね 20 年後のまちの姿を見据えたうえで、10 年後の姿を目指すこと

が望ましいとされています。そのため、本計画は 2050年ごろの都市の将来像を見据えたう

えで、策定年次の 2026 年を基準とし、10 年後の 2036 年を目標年次と定めます。ただし、

上位計画の見直しや社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じて本計画を見直すこととします。 

また、本計画の対象区域は、本町全域（18.16km2）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

策定基準年次  2026 年 

計画目標年次  2036 年 
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 安八町の現状と課題 

 上位・関連計画の整理 

2-1-1 大垣都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

策定年度 2020年 12月 

計画期間 2020年から 2030年 

概 要 

都市づくりの基本理念 

 

 

 

まちづくりのイメージ 

2018年 3月には名神高速道路安八スマート ICが開通し、周辺地域の交通環境の改善や物流網強

化による企業誘致の促進、地域の活性化など、多面的な効果が期待されています。 

豊かな田園景観との調和に配慮しつつ、恵まれた交通体系を活かした工業地域の形成とともに、

ゆとりとやすらぎのある生活環境づくりを進めます。 

 

土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

・計画的な土地利用の規制・誘導が図られている地区や市街化区域に隣接し開発圧力の高い地区に

ついては、今後とも良好な市街地の形成及び維持・保全を進めます。 

・安八温泉周辺では、公共交通のハブ機能を活かしながら温泉集客力向上に資する商業施設等の立

地に配慮した土地利用を検討します。 

・市街化区域内にみられる都市的低・未利用地は、地域の実情にあわせた土地区画整理事業や地区

計画等による適正かつ計画的な市街地環境の形成を図り、郊外部への無秩序な都市機能の拡散

を抑制します。 

・中地区では、名神高速道路安八スマート ICの交通の利便性を活かした工業系の土地利用を図り

ます。また、その他近接地についても将来的に工業系土地利用を検討します。 

・空地・空家に関しては、利活用を検討するとともに、地域の良好な生活環境を保つため、適切な

維持管理の促進を図ります。 

 

都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

・優先的に概ね 10年以内に整備することを予定する都市計画道路は(都)寺内安八線です。 

・名神高速道路の安八スマート IC開通による、交通利便性の向上とともに、揖斐川・長良川渡河

部の交通分散や災害時における緊急避難経路の確保を進めます。 

 

市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

・(都)大垣一宮線沿道は、住民の日常的な生活利便性向上を目指し、商業施設等の立地促進のため

計画的な市街地整備を実施します。 

・一部の地区は、公共交通のハブ機能を活かしながら温泉集客力向上に資する商業施設等の立地に

配慮した土地利用を誘導します。 

暮らしやすさを実感できる産業文化都市の形成 
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2-1-2 安八町第六次総合計画 

安八町第六次総合計画は、安八町人口ビジョン・総合戦略との整合性を図り一体的に推進するため、

「第３期安八町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を盛り込んだ総合計画としている。 

策定年度 2024年 4月 

計画期間 
2024年度から 2031年度 

（前期：2024年度から 2027年度、後期：2028年度から 2031年度） 

概 要 

将来像 

 

 

 

 

将来人口の見通し（人口ビジョン） 

 

笑顔と活力が循環し光輝くまち 
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重点プロジェクト（総合戦略） 

重点プロジェクト２【しごと】 

DXの推進などによる地域産業の活性化と、安八スマートＩＣを核とした企業誘致や起業支 

援により、誰もが活躍できるしごとの場を創出します。 

 さらに、地域のつながりや心豊かなライフスタイルといった本町の特色を活かし、安八町で 

働いてみたいと思う共感を高めることにより、新たな人の交流や流入によって活気とにぎわい 

のあるまちづくりに取り組みます。 

・企業立地の促進 ・雇用対策の充実 ・農業生産性の向上 

・農業の振興 ・観光の振興 

 

重点プロジェクト３【まち】 

自然環境の豊かさと機能的な市街地を調和させることにより、町民だけでなく、移住希望者 

にも選ばれるよう、快適に住み続けられる生活環境の整備、移住・定住の促進につながる事業 

等を推進するとともに、脱炭素社会の実現等、変化し続ける社会情勢を的確に把握し、安八町 

だから住み続けたい・住んでみたいと思うまちづくりを進めます。 

・市街地の形成 ・定住・移住施策の推進 

・公共交通手段の拡充 

 

基本目標・主要施策 

目標２ 魅力を高め経済成長を促す 

【農業の振興】 

・新たな担い手の確保や、農地を集積・集約化することにより、生産性の向上を図ります。 

・土地利用計画との調和を図り、優良農地の確保に努めます。 

【商業の振興と消費者生活の充実】 

・地域の特性を活かした魅力ある商業環境づくりを推進します。 

【観光の振興】 

・既存施設のＰＲを通じて、地域の活性化に努めます。 

 

目標３ 安心・安全なまちをつくる 

【計画的な土地利用の推進】 

・規制・誘導を的確に行い、適正な土地利用を推進します。 

・機能的で魅力ある市街地を形成します。 

【道路交通網の整備】 

・土地利用計画を考慮した道路網の整備を図り、日常生活の利便性を向上します。 

・地域の活性化を図るため、安八スマートＩＣ周辺の道路網整備を推進します。 

・道路網整備に合わせ、沿道サービス施設の整備を検討します。 

【公共交通機関の整備】 

・関係機関と協議を進め、路線バスの利便性を向上します。 

・利便性向上に向けて、新たな公共交通機関の誘致を働きかけます。 

・超高齢社会を見据え、高齢者の安全で便利な移動手段を確保します。 
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【美しい景観の形成】 

・町民が気軽に利用でき、健康づくり、交流の場として有効に活用できる魅力ある公園を整備しま

す。 

・自然豊かな緑のまちづくりを推進します。 

【防災・消防体制の強化】 

・関係機関と連携し、水害対策を強化します。 

・防災体制を強化し、災害に強いまちづくりを推進します。 

【防犯体制の強化と交通安全対策の充実】 

・関係機関との連携を深め、防犯活動を推進します。 

・交通ルールの意識の高揚、生活道路への通過交通の流入を抑制するための道路整備などにより、

交通安全対策を推進します。 
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2-1-3 安八町公共施設等総合管理計画 

 

策定年度 2017年 4月 

計画期間 2017年度から 2036年度 

概 要 

公共施設基本方針 

①公共施設運営コストの適正化（質の向上） 

施設機能の維持向上をより少ない経費で行うため、老朽化した施設の除却や新しい施設の複合

化・多機能化を推進すると共に、民間の技術・ノウハウ、資金等の活用を積極的に導入します。 

②中長期的視点でのトータルコスト削減（更新費用・管理運営費の財源確保） 

除却した施設の土地については、売却や貸付等により、更新費用や管理運営費の財源確保に努め

ます。 

③公共施設の総量の検討（適正配置） 

施設の適正配置の観点から、施設の更新（建替え）又は大規模改修（長寿命化）を行う場合はゼ

ロベースで検討し、施設を新設する場合は他の施設の統合を前提として建設します。 

 

インフラ施設基本方針 

①更新費用の縮減と平準化 

インフラ資産の更新は、重要度と緊急度により優先順位を決めた上で計画的に実施することで、

更新費用の縮減と平準化を図ります。 

②長寿命化 

予防保全型の維持補修を進め、インフラ資産の安全性の確保やライフサイクルコストの縮減を

図ります。 

③投資額の確保 

インフラ資産に係る投資額は、毎年度安定的に確保します。 

 

目標の設定 

 



第 2章 安八町の現状と課題 
 

 

12 

2-1-4 安八町国土強靱化地域計画 

 

2-1-5 安八町地域防災計画 

  

策定年度 2022年 3月 

計画期間 2022年度から 2026年度 

概 要 

強靱化の基本目標 

① 人命の保護が最大限図られること 

② 町の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持されること 

③ 町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④ 迅速な復旧復興 

 

強靱化を推進する上での基本的な方針 

① 本町の特性を踏まえた取組推進 

② 効率的・効果的な取組促進 

③ 防災教育・人材育成と官民連携の取組促進 

策定年度 2018年 3月 

計画期間 －（毎年検討を加え、必要があると認めるときは修正） 

概 要 

一般対策編 

第 2章 災害予防  第 7節 緊急輸送網の整備  

２．緊急輸送道路の整備 

「安八スマート IC」により高速道路とのアクセス強化を図り、県指定緊急輸送道路や幹線町道と

接続し、町で定めた防災拠点のほか、避難所、医療施設等をネットワークできる形で速やかに道路

の啓開を図れるように業者との連携等、体制の整備に努める。 

 

地震対策編 

第 2章 地震災害予防対策 第 16節 まちの不燃化・耐震化 

１．防災上重要な建築物の耐震性確保の推進 

災害時に応急対策活動の拠点となる町有施設や消防施設等の耐震性を確保するため、施設の耐震

化を推進する。 
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2-1-6 安八町空家等対策計画 

  

策定年度 2023年 3月 

計画期間 2023年度から 2027年度 

概 要 

空家等対策の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家対策の推進 

空家等の発生を抑制する予防対策 空家等の利活用の促進 

○空家の発生抑制のための情報提供 ○空家バンクの活用促進 

○空家バンク登録促進に向けた補助事業の設置 

○空家等を活用した移住・定住の促進 

○公共的な施設での利活用 

空家等への適切な管理の促進 管理不全な空家等及び特定空家等への対応 

○所有者へのパンフレット等による意識啓発 

○自治会との連携 

○事業者等との連携 

○空家等の除却事業の促進 

○ふるさと納税の返戻金としての支援の検討 

○空家等の早期発見とデータベースの更新 

○管理不全な空家等への対応 

○特定空家に対する措置 
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 安八町の現状 

2-2-1 人口・世帯数 

人口は、2010 年まで増加していましたが、2010 年から 2020 年にかけて 916 人減少し、

2020 年には 14,355 人となっています。今後も減少を続け、2050 年には、2010 年から約

30％減少し、約 10,200人となる見込みです。 

年齢別にみると、年少人口と生産年齢人口は減少が続いており、2050年には、2020年に

比べて年少人口が約 900 人、生産年齢人口が約 3,500 人減少すると見込まれます。一方、

老年人口は約 200人増加すると見込まれます。また、高齢化率（65歳以上の人口割合）は、

1995年から 2020年にかけて約 2倍に上昇し、2020年には、28.7％となっています。なお、

2050年には、約 42.5％にまで上昇することが見込まれ、急激な人口減少と少子高齢化がさ

らに進むことが推測されます。 

世帯数は、長期的にみると緩やかに増加しており、2020 年には 5,013 世帯と 1995 年よ

り 682 世帯増加しています。また、世帯人員が 2020 年に 2.9 人/世帯となり 1995 年から

0.6人/世帯減少し、今後も核家族化や単身高齢者世帯が増加していくと考えられます。 

 

◯人口の推移                         ◯世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

      資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所                 資料：国勢調査 

 

◯年齢別人口構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所 

16.7% 15.5% 15.4% 15.9% 14.8% 13.1% 11.2% 9.6% 9.3% 9.6% 9.6% 9.2%

70.8% 69.8% 67.2% 63.2%
59.1% 58.3% 58.3% 58.0% 56.2% 51.8% 49.3% 48.2%

12.5% 14.7% 17.4% 20.9%
26.1% 28.7% 30.5% 32.4% 34.5% 38.6% 41.1% 42.5%
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2-2-2 社会増減 

社会増減は、2007 年に社会増となっていましたが、2008 年から 2010 年まで約 100 人程

度の社会減が続き、以降社会増減を繰り返しています。近年では、2017年以降は社会減が

続き、特に 2020 年には 127 人の大幅な社会減となっています。2023 年より再度社会増へ

転じ、2024年は 107人の社会増となっています。 

また、転入者・転出者ともに 2018年までは減少傾向にありましたが、2024年には 647人

転入、540 人転出と、2018 年と比べて転入者は 254 人、転出者は 144 人増加し、人口の流

入出が多い状況となっています。 

 

◯社会増減の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年、前年 10 月～当該年 9 月までの数値 

資料：岐阜県人口動態統計調査 
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2-2-3 産業 

事業所数は 2004 年から 2021 年にかけて 79 事業所、従業者数は 1,828 人減少していま

す。特に、第 2次産業の事業所数と従業者数の減少が顕著となっています。 

 

◯事業所数の推移                  ◯従業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：事業所・企業統計調査、経済センサス基礎調査、経済センサス活動調査 

 

■農業 

農家数は減少傾向にあり、2000 年から 2020 年にかけて 515 戸減少し、経営耕地面積も

399ha 減少しています。また、耕作放棄地面積は 2013 年から 2021 年にかけて横ばいとな

っていましたが、2022年以降増加傾向にあり、2024年は 2.02haとなっています。 

 

◯農家数・経営耕地面積の推移           ◯耕作放棄地面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林業センサス                         資料：安八町資料 
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※製造品出荷額：2017 年以降は前年 1 月～12 月までの数値 

 

■商業 

事業所数と従業者数は、ともに 2004年から 2014年にかけて減少し、2004年では 114事

業所、898人でしたが、2014年には 57事業所、468人となっています。2014年以降は増加

傾向にあり、2021年は 71事業所、626人となっています。商品販売額も 2007年から 2012

年にかけて大きく減少しましたが、2012 年以降増加傾向にあり、2021 年は 21,703 百万円

となっています。 

事業所あたりの従業者数と商品販売額は 2004 年以降横ばいとなっており、2004 年から

2021年の平均値は約 8.2人/事業所、約 281百万円/事業所です。 
 

◯事業所数・従業者数・商品販売額の推移      ◯事業所あたりの従業者数・商品販売額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：商業統計調査、経済センサス活動調査 

■工業 

本町の工業事業所数と従業者数は、ともに減少傾向にあります。2008年では 69事業所、

3,246 人でしたが、2023 年には 53 事業所、2,291 人に減少しており、製造品出荷額等も

2008年と 2023年を比較すると減少しています。 

事業所あたりの従業者数と製造品出荷額等は 2008 年以降横ばいとなっており、2008 年

から 2023年の平均値は約 44.4人/事業所、約 1,378百万円/事業所です。 
 

◯工業事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移   

 

 

 

 

 

 

 
 

◯事業所あたりの従業者数・製造品出荷額等の推移 

資料：工業統計調査、経済構造実態調査 
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2-2-4 土地利用 

土地利用は、全体に田・畑が広がっており、住宅用地は市街化区域内や(都)北今ヶ渕大

薮線、(都)西結南條線の沿道に集積しています。また、既存の工業用地は安八スマート IC

周辺や(都)大垣一宮線沿道に集積しています。 

本町の約 30％以上が田であり、畑を合わせた農地が約 40％近く占め、そのほとんどが市

街化調整区域に位置しています。 

市街化区域内では、工業用地の割合が最も高く 20.4％、次いで住宅用地が 19.1％となっ

ており、工業用地と住宅用地が市街化区域の約 40％を占めています。 

市街化区域内には自然的な利用がされている土地（水面を除く）が合計 84.77ha点在し、

市街化区域面積の約 25％となっています。本町南側の安八スマート IC 周辺に約 31.8ha、

西側の牧地区に約 15.5ha と多く分布しています。なお、安八スマート IC 周辺では、安八

スマートインターチェンジ工業団地地区地区計画を定めるなどし、工業用地としての活用

が進められています。 

◯土地利用構成比 

※自然的な利用がされている土地（水面を除く）：田＋畑＋山林＋その他自然地 

※その他の空地①：ゴルフ場、その他の空地②：太陽光発電のシステムを直接整備している土地 

その他の空地③：平面駐車場、その他の空地④：その他の空地①～③以外の都市的土地利用  

建物跡地、資材置場、改変工事中の土地、法面（道路、造成地等の主利用に含まれない法面） 

資料：都市計画基礎調査（2022 年） 

 

構成比 構成比 構成比

田 53.60 16.0% 507.77 34.3% 561.37 30.9%

畑 26.14 7.8% 124.40 8.4% 150.54 8.3%

0.14 0.0% 1.75 0.1% 1.89 0.1%

9.23 2.8% 146.35 9.9% 155.58 8.6%

4.89 1.5% 204.94 13.8% 209.83 11.6%

94.00 28.1% 985.21 66.5% 1,079.21 59.4%

住居用地 63.89 19.1% 166.23 11.2% 230.12 12.7%

商業用地 15.32 4.6% 5.47 0.4% 20.79 1.1%

工業用地 68.28 20.4% 24.83 1.7% 93.11 5.1%

147.49 44.0% 196.53 13.3% 344.02 18.9%

0.33 0.1% 3.88 0.3% 4.21 0.2%

12.57 3.8% 28.09 1.9% 40.66 2.2%

45.49 13.6% 158.63 10.7% 204.12 11.2%

0.58 0.2% 5.66 0.4% 6.24 0.3%

2.61 0.8% 5.82 0.4% 8.43 0.5%

0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

0.00 0.0% 19.95 1.3% 19.95 1.1%

12.15 3.6% 2.31 0.2% 14.46 0.8%

6.60 2.0% 9.76 0.7% 16.36 0.9%

13.18 3.9% 65.16 4.4% 78.34 4.3%

93.51 27.9% 299.26 20.2% 392.77 21.6%

335.00 100.0% 1,481.00 100.0% 1,816.00 100.0%

172.31 13.5% 1,104.26 86.5% 1,276.57 70.3%

162.69 30.2% 376.74 69.8% 539.43 29.7%

11.15 37.8% 18.37 62.2% 29.52 1.6%

合計（ha)

自然的

農地

山林

水面

その他自然地

小計

その他の空地①

その他の空地②

市街化区域（ha) 市街化調整区域（ha)

その他の空地③

低未利用土地

小計

合計

可住地

非可住地

都市的

道路用地

交通施設用地

公共空地

その他の公的施設用地

宅地

小計

農林漁業施設用地

公益施設用地

その他の空地④
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◯土地利用現況図 

資料：都市計画基礎調査（2022 年） 
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2-2-5 建物現況 

■空家現況 

2022年に行われた空家の実態調査によると、空家の可能性が高い建物は 164棟となって

おり、そのうち危険と判断されている空家は 30 棟となっています。また、空家の約 34％

が市街化区域内に点在しています。 

 

◯空家の状況 

※危険と判断されている空家：状態による区分ランク C、D 

資料：安八町資料(令和４年空家等実態調査) 

 

 

2-2-6 交通体系 

■道路網 

本町の道路網をみると名神高速道路、一般国道 21号、(都)西大垣墨俣線、(都)寺内安八

線、(都)大垣一宮線が東西に、(都)北今ヶ渕大薮線、(都)西結南條線、(都)墨俣輪之内線、

(主)北方多度線、(一)岐阜千本松原公園自転車道線が南北に通っています。 

また、2018 年 3 月、名神高速道路に安八スマート IC が開通したことで、他市町村をつ

なぐ広域的なネットワークが構築され、交通利便性が向上しました。 

 

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％）

市街化区域内 47 31.5% 9 60.0% 56 34.1%

調整区域内 102 68.5% 6 40.0% 108 65.9%

合計 149 100.0% 15 100.0% 164 100.0%

住宅（棟） 合計（棟）非住宅（棟）

A B C D

市街化区域内 17 24 10 5

調整区域内 54 39 10 5

合計 71 63 20 10

状態による区分

ランク 基準

A 損傷がなく、管理に特段の問題がないもの

B 一部に損傷等がみられ、小規模な修繕が必要なもの

C 主体構造以外に著しい損傷がみられ、中～大規模な修繕が必要なもの

D 主体構造に著しい損傷があり、複数個所に損傷がみられ大規模な修繕や除去 が必要なもの
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◯道路網図   

資料：都市計画基礎調査（2022 年） 

未更新 
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■公共交通 

公共交通としては、安八町コミュニティバス（アンビーバス）と名阪近鉄バス羽島線や

岐垣線、2021年 7月に開通したにしみのライナー、輪之内町コミュニティバス南北線が運

行されています。 

名阪近鉄バスでは、路線バスの交通系ＩＣカード対応や、にしみのライナーのモバイル

定期券導入、バスロケーションシステムの導入など、利用者の利便性向上に向けた交通環

境の整備が進められています。 

安八町コミュニティバスは、2018 年 7 月 18 日に 23 箇所、2020 年 10 月 1 日に 2 箇所、

2021年 7月 17日に 1箇所、新たなバス停が設置され、2台体制になったことにより、町内

全域にバス路線が広がり、交通利便性が向上しました。また、2025 年 10 月 1 日より運行

をデマンド型へ移行するとともに、名阪近鉄バスのバス停の一部がコミュニティバスのバ

ス停として利用可能となりました。 

総利用者は、2015年度から 2017年度にかけて年々減少していましたが、2018年度では、

2015年度と比較して、912人増加しています。2020年度に新型コロナウイルス感染症の流

行に伴う外出自粛により大きく減少しましたが、2021 年度から 2024 年度にかけて年々増

加傾向にあり、2024年度は 2021年度と比較して 1,604人増加しています。 

そのなかでも、無償（中学生以下、70 歳以上）の利用率が全体の約 96％を占めています。 

 

◯コミュニティバスの利用状況 

 

資料：安八町資料 

  

有償 無償 有償 無償 有償 無償 合計

2015年度 307 24,866 265 8,840 572 33,706 34,278

2016年度 411 23,127 228 8,304 639 31,431 32,070

2017年度 463 21,517 261 9,419 724 30,936 31,660

2018年度 770 22,704 283 11,433 1,053 34,137 35,190

2019年度 605 21,797 143 10,811 748 32,608 33,356

2020年度 288 7,312 48 3,356 336 10,668 11,004

2021年度 271 9,311 80 4,523 351 13,834 14,185

2022年度 335 8,931 91 5,072 426 14,003 14,429

2023年度 342 9,720 159 5,195 501 14,915 15,416

2024年度 476 9,777 199 5,337 675 15,114 15,789

北  部  線 南  部  線 合  計

利用者数(人） 利用者数(人） 利用者数(人）
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◯安八町コミュニティバス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：安八町ホームページ 
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2-2-7 都市施設 

都市計画道路は 6 路線が計画されています。整備状況をみると整備済みである路線が多

く、(都)大垣一宮線、(都)西大垣墨俣線、(都)墨俣輪之内線、(都)西結南條線です。また、

未着手の部分がある路線は(都)寺内安八線、(都)北今ヶ渕大薮線となっています。 

また、都市計画公園は、街区公園である登龍公園と、運動公園である安八町総合運動公

園の 2 箇所となっており、ともに中心部に位置しています。町全体として公園は、誘致距

離や 1 人あたりの都市公園面積から不足しています。その他に、汚物処理場である安八浄

化センターと火葬場の安八町やすらぎ苑が都市計画決定されています。 

 

◯都市計画道路の整備状況             

 

資料：都市計画基礎調査（2022 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

番号 路線名 道路種別・名称 計画(m) 整備済み（ｍ） 未着手(m)

3・3・25 (都)大垣一宮線 (主)大垣一宮線 2,320 2,320 0

3・3・7 (都)寺内安八線 (一)大垣江南線 3,110 1,030 2,080

3・4・26 (都)西大垣墨俣線 (主)岐阜垂井線 1,770 1,770 0

3・4・300 (都)墨俣輪之内線 (一)安八平田線 5,050 5,050 0

3・5・200 (都)西結南條線 (一)美江寺西結線　他 5,610 5,610 0

3・5・201 (都)北今ヶ渕大薮線 (一)安八海津線 8,550 3,580 4,970
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◯都市施設の位置図 

資料：都市計画基礎調査（2022 年） 
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2-2-8 観光施設 

主な観光施設は、住民の交流の場となっている「安八温泉」、100 種類以上の梅の香りや

美しさを楽しめる「安八百梅園」、縁結びの神が宿るといわれる「結神社」、山内一豊ゆ

かりの「円長寺」、森部合戦の石碑や出世の松がある「薬師堂」などが点在しています。 

 

◯観光施設の位置 

資料：安八町ホームページ 
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2-2-9 関連法規制状況 

■農振農用地区域 

市街化調整区域の大部分が農業振興地域に指定されています。農用地は農業振興地域の

約 45％を占めています。 

 

◯農振農用地区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農業振興地域整備計画書（2024 年改訂） 

面積（ha）

農業振興地域 1,480.9

農用地 673.3
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2-2-10 災害の危険性 

南海トラフ巨大地震や養老-桑名-四日市断層帯地震発生時の液状化危険度指数は高く、

液状化する可能性が高くなっています。また、本町の東西を南北に長良川と揖斐川が流れ

ており、過去に多くの被害をもたらしています。集中豪雨の際は長良川と揖斐川ともに氾

濫する可能性があり、多くの地域で被害が出ることが想定されます。 

◯地震の被害想定 

 

 

 

 

※X は数値がわずかであることを示している。 
資料：東海・東南海・南海地震等被害想定調査結果 

◯液状化被害想定（養老-桑名-四日市断層帯地震）   ◯想定浸水区域（1000 年に 1 回の大雨を想定） 

長良川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

揖斐川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：安八町地域防災計画（2018年修正）  

名称 最大震度
本町内

建物全壊棟数（棟）
本町内

死者数（人）

南海トラフ巨大地震 6弱 440 X

養老-桑名-四日市断層帯地震 6強 1,000 40

阿寺断層系地震 5強 30 X

跡津川断層地震 5強 60 X

高山・大原断層帯地震 5強 50 X
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 まちづくりの課題 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの課題 

■豊かな自然環境の保全 

・長良川や揖斐川周辺の緑地をはじめ、豊かな自然を後世に残

していけるように保全する必要があります。 

・すべての住民が気軽に利用することができる身近な公園の整

備が必要です。 

・安八百梅園などの観光地をつなぐ観光ネットワークの構築が

必要です。 

■持続的な産業の発展 

・安八スマート ICの交通利便性を活かし、工業の振興を図る必

要があります。 

・住民の日常生活における利便性向上のため、魅力的な商業環

境を整備する必要があります。 

・一団の優良農地は、積極的に保全し、農業生産基盤整備により

農業の振興を図る必要があります。 

 

■居住環境の向上 

・無秩序な開発を抑制し、魅力的かつ機能的な居住環境の整備

を進める必要があります。 

・今後増加する高齢者に対応したやさしいまちを目指す必要が

あります。 

・新たな土地需要に対しては、市街化区域内に点在する低・未

利用地を有効活用する必要があります。 

■安全・安心な都市環境の構築 
・長良川と揖斐川に挟まれている本町では、長年水害に悩まさ

れていることから、水害対策を推進する必要があります。 

・南海トラフ巨大地震や養老-桑名-四日市断層帯地震などの地

震への対策が急務となっています。 

・住民の安全のためにも倒壊の危険性のある空家への対策を推

進する必要があります。 

・住民が安心して暮らすことのできる環境整備が必要です。 

 

■道路網や交通体系の充実 

・更なる広域的な交通利便性向上のため、安八スマート IC周

辺の道路網整備を進めつつ、町内の道路ネットワークの充実

を図り、日常生活の利便性を向上させる必要があります。 

・高齢者などの交通弱者にとって、重要な公共交通ネットワー

クの充実を図る必要があります。 

上位計画の方針 本町の現状 

・市街化区域内にみられる都市的低・未利用地は、

地域の実情にあわせた土地区画整理事業や地区計

画等による適正かつ計画的な市街地環境の形成を

図り、郊外部への無秩序な都市機能の拡散を抑制

します。 

・規制・誘導を的確に行い、適正な土地利用を推進

します。 

・機能的で魅力ある市街地を形成します。 

・人口は 2010年まで増加していましたが、以降、減少を続け、

2050年には、2010年から約 30％減少し、約 10,200人になると

見込まれます。また、2020年の高齢化率は 28.7％ですが、

2050年には約 42.5％に上昇すると見込まれます。 

・2007年以降社会増減を繰り返しています。2017年から 2022年

までは社会減が続き、2023年以降は社会増に転じています。 

・市街化区域内に自然的な利用がされている土地が合計約

84.77ha点在し、市街化区域面積の約 25％を占めています。 

・安八スマート IC周辺に既存の工業用地が集積しています。 

・商業は事業所数と従業者数、商品販売額ともに減少していまし

たが、近年増加傾向にあります。 

・工業は事業所数と従業者数が減少傾向にあります。また、製造

品出荷額は 2008年以降、増減はあるものの概ね減少傾向です。 

・市街化調整区域の大部分が農業振興地域に指定されており、そ

のうちの約 45％が農用地となっています。 

・農家数や経営耕地面積が年々減少しており、耕作放棄地面積が

増加傾向にあります。 

・安八スマート ICの交通の利便性を活かした工業

系の土地利用を推進します。また、その他近接地

についても将来的に工業系土地利用を検討しま

す。 

・地域の特性を活かした魅力ある商業環境づくりを

推進します。 

・土地利用計画との調和を図り、優良農地の確保に

努めます。 

・都市計画公園は、中心部に 2箇所ありますが、誘致距離や 1人

あたりの都市公園面積から町全体として不足しています。 

・本町の土地利用のうち自然的土地利用が約 1,079haとなってお

り、本町の半分以上を占めています。 

・安八百梅園や結神社をはじめ、様々な観光施設が各地に点在し

ています。 

 

・町民が気軽に利用でき、健康づくり、交流の場と

して有効に活用できる魅力ある公園整備を検討し

ます。 

・自然豊かな緑のまちづくりを推進します。 

・既存の観光施設の PRを通じて、地域の活性化に

努めます。 

 
・名神高速道路に安八スマート ICが開通したことで、広域的な

ネットワークが構築され、交通利便性が向上しました。 

・都市計画道路は 6路線が計画されており、未着手の部分がある

路線は(都)寺内安八線、(都)北今ヶ渕大薮線となっており、今

後、見直しや整備が必要となっています。 

・コミュニティバスは、新規バス停が 2018年に 23箇所、2020年

に 2箇所、2021年に 1箇所設置されたことにより、町内全域に

バス路線が広がり、交通利便性が向上しました。 

・地域の活性化を図るため、安八スマート IC周辺

の道路網整備を推進します。 

・土地利用計画を考慮した道路網の整備を図り、日

常生活の利便性を向上します。 

・関係機関と協議を進め、路線バスの利便性を向上

します。 

・超高齢社会を見据え、高齢者の安全で便利な移動

手段を確保します。 

・集中豪雨の際は、長良川と揖斐川ともに氾濫する可能性があ

り、本町全域で被害が出ることが想定されます。 

・南海トラフ巨大地震や養老-桑名-四日市断層帯地震の際には液

状化する危険性が高くなっています。 

・空家の可能性が高い建物棟数は 164棟となっており、そのうち

約 34％が市街化区域内に存在しています。 

・関係機関と連携し、水害対策を強化します。 
・防災体制を強化し、災害に強いまちづくりを推進
します。 

・災害時における緊急避難経路の確保を進めます。 
・空地・空家に関しては、利活用を検討するととも
に、地域の良好な生活環境を保つため、適切な維
持管理の促進を図ります。 

・関係機関との連携を深め、防犯活動を推進します。 
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 全体構想 

 目標人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※B1 は 2020 年の人口実績を基点に人口対策を講じない場合 

※B4 は 2020 年の人口実績を基点に合計特殊出生率のみを 1.80 に変更、さらに企業誘致＋宅地開発を講じた場合 

資料：国勢調査、安八町第六次総合計画（人口ビジョン） 

 

全国的に人口減少が本格化するなか、本町でも人口減少が著しくなっています。 

「安八町第六次総合計画（人口ビジョン）」B4 パターンでは、2030 年の将来人口を

13,757人、2060年には 10,578人になると推計しています。 

そのため今後は、「安八町第六次総合計画」に基づき、若い世代が安心して子育てがで

きる環境を構築し、合計特殊出生率の向上を目指すとともに、企業誘致・宅地開発などに

より社会減少への対策を講じるなど、長期的な展望に基づいた人口減少の抑制に取り組

みます。 

そこで、人口推計や今後の事業を考慮して、本計画の目標年次（2036 年）における目

標人口を 13,400人と設定します。 
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15,000

16,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

安八町第六次総合計画（人口ビジョン）B1 安八町第六次総合計画（人口ビジョン）B4 国勢調査

実績値 推計値（人）

目標人口  13,400 人 

（目標年次 2036 年） 
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 まちづくりの基本理念と将来像 

3-2-1 基本理念と将来像 

「安八町第六次総合計画」において本町が目指す将来像としては、「笑顔と活力が循環

し光輝くまち」と位置付けられており、次世代を担う若者や子どもたちが希望をもち、生

涯にわたってそれぞれのライフステージを安心して過ごすことができるまちづくりを進め

ています。 

また、2018 年 3 月に安八スマート IC が開通し、名神高速道路に直接アクセスできるよ

うになりました。それにより広域的な交通利便性の向上、既存企業の発展や企業誘致など、

まちの発展に大きな期待を寄せています。 

以上のことから、本計画では、安八スマート ICによる産業の発展、長良川や揖斐川など

の豊かな自然環境の保全、安八スマート IC周辺の道路網整備、近年頻発している災害への

対策を行い、若者や子どもたちが安全・安心に暮らすことのできるまちづくりを進めるべ

く、安八町第六次総合計画の将来像を踏襲し、以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来像 

笑顔と活力が循環し 
光輝くまち 
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「
交
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ま
ち
づ
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都
市
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あ
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あ
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ま
ち
づ
く
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3-2-2 基本目標 

将来像を実現するためにまちづくりの課題を踏まえ、5 つの視点ごとに基本目標を設定

します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笑顔と活力が循環し光輝くまち 
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き
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」
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3-2-3 基本目標別の主な取組内容 

① 「住み続けたいと感じる魅力ある」まちづくり 

主な取り組み 

 ■秩序ある土地利用と市街地の形成 

・本町の豊かな自然環境や集落環境に配慮しつつ、新たな土地需要に対して、市街化

区域内に点在する低・未利用地の活用や土地利用の規制・誘導、開発行為の適正な

指導を行います。 

・機能的で魅力あるまちづくりを進めるために、市街化区域の拡大や地区計画の導入

を検討します。 

■快適な居住環境の整備 

・誰もが快適に住み続けることができるよう、歩道や交通安全施設の整備、バリアフ

リー化などにより、快適な居住環境の整備を進めます。 

 

 

② 「都市活力のある」まちづくり 

主な取り組み 

 ■工業の振興 

・安八スマート ICの広域的な交通利便性を活かし、安八スマート IC周辺の工業系土

地利用を進め、既存工業の振興や新規企業の誘致、新たな活力の創出、雇用機会の

拡充などによって、地域の活性化を図ります。 

■商業の振興 

・住民の日常生活における利便性向上のため、生活圏内に生活サービス施設などが集

積した魅力的な商業環境の整備を図ります。 

■農業の振興 

・担い手の高齢化、耕作放棄地の増加など農業を取り巻く様々な課題に対して、優良

農地を適切に保全し、圃場の大区画化などの農業生産基盤整備により農業の振興を

図ります。 
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③ 「豊かな自然環境と共存する」まちづくり 

主な取り組み 

 ■緑地の保全 

・長良川や揖斐川周辺の緑地をはじめ、本町は豊かな自然を有していることから、今

後も自然を身近に感じることができるよう、自然環境の保全を図ります。 

■身近な公園の整備 

・子どもから高齢者までのすべての住民が気軽に利用でき、災害時、避難所としても

活用できる魅力的な公園整備を検討します。 

■観光ネットワークの構築 

・本町には、中須川の千本桜をはじめ、100種類以上の梅の香りや美しさを楽しめる

「安八百梅園」、住民の交流の場となっている「安八温泉」など、様々な観光施設

が点在していることから、近隣市町や企業などとも連携しながら観光資源のネット

ワーク化を図ります。 

 

 

④ 「交通利便性の高い」まちづくり 

主な取り組み 

 ■安八スマート IC周辺の道路網整備 

・安八スマート ICの広域的な交通利便性を最大限活用するため、安八スマート ICへ

のアクセス道路の整備を進めます。 

■町内の道路ネットワークの充実 

・(都)寺内安八線などの広域的な幹線道路の整備に伴う自動車の動線変化に対応した

道路網の整備を進め、住民の生活に密着した道路ネットワークの構築を図ります。 

■公共交通ネットワークの充実 

・高齢者が安全で便利な移動手段を確保するため、新たな交通サービスの誘致、コミ

ュニティバスの効果的な運行体系を検討します。また、安八スマート IC開通による

高速バスの事業拡大も検討します。 
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⑤ 「安全・安心に暮らすことのできる」まちづくり 

主な取り組み 

 ■防災対策の強化 

・南海トラフ地震や豪雨災害など様々な自然災害の発生が危惧されているため、ハザ

ードマップなどを用いて、住民の防災意識の向上を図ります。 

・名神高速道路からアクセス可能な防災拠点の整備を検討します。 

・無秩序な住宅地整備の抑制を図り、公共施設の耐震化・不燃化などの対策を図りま

す。 

■空家対策 

・適切な管理がなされずに放置されている空家は、住民に危険を及ぼす可能性がある

ことから、「安八町空家等対策計画」を基に空家の利活用を検討します。 

■復興事前準備の取組 

・大規模な災害が発生した場合に、迅速に復興できるような計画の策定を検討します。 

■防犯対策の強化 

・犯罪が発生しにくい環境づくりに努め、防犯に対する環境の向上を図ります。 
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 将来都市構造 

都市構造の構成要素である「都市機能拠点」、「都市軸」、「ゾーニング」について、役

割や機能と配置の考え方を整理します。 

3-3-1 都市機能拠点 

（1）都市拠点 

本町の中心に位置する役場周辺の地域を都市拠点と位置付けます。本町の中心市街地と

して、商業施設、工業施設、業務施設、公益施設、医療・福祉施設などの多様な都市機能

の集積を図ります。 

 

（2）地域拠点 

本町の北に位置する東結地区周辺地域を地域拠点と位置付けます。生活に身近な商業施

設、医療・福祉施設などの生活サービス機能を集積・強化し、日常生活の利便性の向上を

図ります。 

 

（3）産業拠点 

本町南部の安八スマート IC 周辺を産業拠点として位置付けます。安八スマート IC の交

通利便性を活かし、産業機能の集積を図り、地域の新たな活力拠点の創出を図ります。 

 

3-3-2 都市軸 

（1）道路軸 

大垣市と羽島市の中心市街地を結び、岐阜羽島駅や岐阜羽島 ICなどへアクセスする(都)

大垣一宮線、(都)寺内安八線や、南北に縦貫する(都)西結南條線、(都)墨俣輪之内線、大

垣市と岐阜市を結ぶ(都)西大垣墨俣線を本町の骨格を形成する軸として位置付けます。 

また、名古屋-神戸間をつなぐ名神高速道路を位置付けます。 

 

（2）河川軸 

本町を挟むように流れる長良川と揖斐川を位置付け、住民の憩いの空間として水辺空間

を有効活用していきます。 
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【都市構造概念図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-3 ゾーニング 

（1）市街地ゾーン 

【住居ゾーン】 

東結・北今ヶ渕・南今ヶ渕・城・牧地区周辺の市街地を住居ゾーンと位置付け、利便

性の高い生活空間の形成を図ります。 

 

【商業ゾーン】 

(都)大垣一宮線沿道や安八温泉周辺を商業ゾーンと位置付けます。(都)大垣一宮線沿

道では、日常の買い物に対応した商業機能の充実した空間の形成、安八温泉周辺では、

温泉集客向上に資する空間の形成を図ります。 

 

【工業ゾーン】 

安八スマート IC 周辺や大森地区の(都)墨俣輪之内線沿道を工業ゾーンに位置付け、

地域の活力の維持・向上と、雇用の場の確保につながる空間の形成を図ります。 

 

（2）農地・集落ゾーン 

「市街地ゾーン」を除く、農地・集落が広がる地域を位置付け、農地の保全と居住環

境の向上を図ります。 
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【将来都市構想図】 
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 分野別の方針 

3-4-1 土地利用の方針 

（1）基本的な方針 

豊かな自然環境と優良な農地を保全していくとともに、快適な居住環境を確保し、生活

利便性の向上を図ります。 

また、安八スマート ICの開通による新たな土地需要に対しては、市街化区域内の低・未

利地を活用した新たな店舗や事業所の誘致を進めるとともに、土地利用の規制・誘導や開

発行為の適正な指導を行い、周辺環境と調和を図ります。 

 

（2）整備方針 

①住居系 

・本町の住宅地は比較的に低密度であり、今後も快適でゆとりある居住環境の保全と整

備を進めます。 

②商業系 

・大明神地区の(都)大垣一宮線沿道では、住民の日常生活における利便性向上のための

商業施設などの立地を誘導します。 

・安八温泉周辺では、温泉集客向上に資する商業施設などの立地を誘導します。 

③工業系 

・安八スマート IC周辺に集積している既存工業地については、周辺環境と調和を図り

ながら、より一層の工業集積やアクセス道路の整備を推進し、計画的な基盤整備を図

ります。また、安八スマート ICの広域的な交通利便性を活かし、多様な企業誘致に

より更なる産業振興を図ります。 

・中地区の(都)墨俣輪之内線の西側では、新たに地区計画などの活用により工業系土地

利用を図り、離農者をはじめとする住民の就業機会を確保します。既存工業地の近接

地である南條・大野・外善光地区についても将来的に地区計画や市街化区域編入など

の活用による工業系土地利用を検討します。 

④農地・集落地 

・本町の土地利用の約 40％を占める農地については、一団のまとまった優良農地を保全

しつつ、農業の生産性向上を図るため、圃場の大区画化などの農業生産基盤整備によ

り農業の振興を図ります。また、農地の保水・遊水機能を活かし、洪水などの災害防止

の観点を踏まえ保全していきます。 

・既存の集落地は、周辺の自然環境と調和を図りながら、生活道路などの整備を推進

し、魅力的な居住環境を図ります。 

⑤親水空間 

・長良川や揖斐川周辺の水辺環境は、住民にやすらぎを与える貴重な自然資源として保

全します。また、住民の安全確保のため、治水対策を進めます。 
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◯土地利用計画図 
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3-4-2 道路・公共交通の方針 

（1）基本的な方針 

大垣市方面や羽島市方面への交通利便性の向上、安八スマート IC周辺の道路網整備や町

内の道路ネットワークの充実を図ります。 

また、公共交通については、2021 年 7 月に安八スマート IC と名古屋駅をつなぐ高速乗

合バスにしみのライナーの運行開始や、2025 年 10 月よりコミュニティバスの運行をデマ

ンド型へ移行し、公共交通の利便性が向上しましたが、超高齢社会を見据え更なる公共交

通ネットワークの充実を図ります。 

 

（2）整備方針 

・長良川や揖斐川の渡河部は、交通混雑が頻発していることから、(都)寺内安八線をはじ

め広域的な幹線道路については、現道の拡幅による交通処理能力の向上や新規路線の検

討により代替路線への移行を検討します。 

・安八スマート ICへのアクセス道路は、大幅な交通量の増加を見越し整備を進めます。 

・町内における交通利便性向上のため、道路ネットワークの充実を図ります。 

・都市計画道路のうち、未完成路線については、社会経済環境の変化を考慮しつつ必要性

を検証し、見直しを行います。 

・住民がより安全に過ごすことができるよう、歩道の整備や交通安全施設の充実を図りま

す。 

・高齢者が安全で便利な移動手段を確保するため、新たな交通サービスの誘致、コミュニ

ティバスの効果的な運行を検討します。 

・名阪近鉄バスとコミュニティバスの乗り継ぎが容易にできるよう事業者との連携を強化

します。 

・次世代の交通サービスとされる MaaS※をはじめ、最新の技術に対応した交通環境の整備

を検討します。 
※ICT を活用して交通をクラウド化しマイカー以外のすべての交通手段によるモビリティ（移動）を 1 つの
サービスとしてとらえ、シームレスにつなぐ新たな「移動」の概念 
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◯道路・公共交通方針図 
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3-4-3 河川・下水道の方針 

（1）基本的な方針 

本町の下水道整備は概ね完了しているため、今後は整備計画に基づき、全区域の整備の

完了と既存施設については、適切に維持管理を進めます。 

また、近年増加する集中豪雨などによる水害に対応するため、河川整備を促進するとと

もに保水・遊水機能を適切に維持します。 

 

（2）整備方針 

・既存の下水道設備は、効率的・効果的な維持管理を推進します。 

・本町の東西を流れる長良川や揖斐川については、治水機能の維持・向上を図るため、県

と連携しながら整備を促進します。 

・遊水機能を有する地域での開発にあたっては、開発による河川への雨水流出量の増加を

抑制するため、調整池の設置などにより治水対策を図ります。 
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○河川・下水道方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 3章 全体構想 
 

 

46 

3-4-4 公園・緑地・その他都市施設等の方針 

（1）基本的な方針 

本町では、全域にわたり田畑が広がり、長良川や揖斐川の河川敷一帯では緑地が広がっ

ていることから、自然を身近に感じることができます。そのため、今ある豊かな自然を今

後も保全します。 

また、住民が気軽に利用でき、憩いの場、健康づくりの場として有効に活用できる魅力

ある公園の整備を検討します。 

その他都市施設は、適切に維持管理を図り、町内に点在する観光施設は、観光ネットワ

ークを構築し、集客力の向上を図ります。 

 

（2）整備方針 

①公園 

・住民が身近に利用することができ、多様なニーズに対応した公園の整備を検討しま

す。特に、子どもや高齢者にとって遊び・憩いの場、健康づくりの場として利用でき

る公園の整備を検討します。 

・北部公園は、多目的広場として改修するとともに、都市計画公園に位置付け、都市公

園面積充足率の向上を図ります。 

・安八町総合運動公園は防災公園として改修を行い、災害時の避難場所として、防災機

能の充実を図ります。 

・ふたばこども園を新たな子育て支援の施設として整備し、園庭を公園としても利用で

きるようにします。 

 

②緑地 

・潤いのある環境の創出に向けて、公共施設の緑化を進めるとともに、長良川や揖斐川

の河川敷一帯の緑地は適切に保全します。 

 

③その他都市施設 

・安八町やすらぎ苑は、周辺環境と調和を図りつつ、適切に維持管理を進めます。 

 

④観光施設 

・住民の交流の場となっている「安八温泉」、100種類以上の梅の香りや美しさを楽し

める「安八百梅園」などの観光地をつなぐ、観光ネットワークの構築を図ります。 

・安八町の魅力を発信し、新たな観光客を呼び込むため、首都圏を中心に PR活動を展

開します。 

・既存の観光施設の拡充を図りつつ、新たな観光資源の開発を進めます。 
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◯公園・緑地・その他の都市施設等方針図 
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3-4-5 市街地整備の方針 

（1）基本的な方針 

人口減少・少子高齢化の進行といった人口構造の変化に対応し、既存ストックを活用

した効率的な都市基盤整備を進めます。 

また、市街化区域内の都市的土地利用の状況や人口分布状況などを勘案したうえで、

地区計画などを活用した誘導、民間活力を活用した既成市街地の再構築を進め、利便性

の高い都市基盤整備を推進します。 

 

（2）整備方針 

・市街化区域内の低・未利用地については、有効に活用し、積極的なまちなか居住を推進

することで人口集積、維持を図ります。 

・既存の密集住宅地については、地区計画の活用などにより長期的な視点で密集住宅・狭

あい道路の解消を図り、防災性や居住環境の向上を進めます。 

・(都)大垣一宮線沿道においては、商業施設などの誘導を促すため計画的な市街地整備を

進め、住民の日常生活利便性を向上します。 

・安八温泉周辺においては、地域の活力向上に資する商業施設の誘導を図るため、周辺環

境に配慮しながら、土地利用の検討を行います。 

 

3-4-6 都市防災の方針 

（1）基本的な方針 

 近年、集中豪雨や南海トラフ地震などの様々な自然災害の発生が危惧されていることか

ら、災害に強い市街地の形成を目指し、ソフト面・ハード面の両面から事業を推進します。 

 災害による被害を最低限に抑えるため、住民の防災の意識を高め、地域が主体となった

防災・減災対策を進めます。 

 

（2）整備方針 

・災害発生時の避難場所を確保するため、公共施設の耐震化・不燃化を図るとともに、身

近な避難場所ともなる公園の整備を検討します。 

・名神高速道路からアクセス可能な防災拠点の整備を推進します。 

・住民の防災意識の向上ため、防災アプリを導入するとともに災害危険箇所やハザードマ

ップなどの防災関連情報の共有化に努めます。 

・主要道路は、緊急輸送道路や避難経路としての機能の向上を推進します。 

・点在する空家は、適切な管理がなされずに放置されることで、周辺住民に危険を及ぼす

可能性があることから「安八町空家等対策計画」に基づき、空家の利活用を検討します。 

・長良川や揖斐川については、河川改修の促進により治水対策を進め、住民の安全を確保

します。 

・大規模な災害が発生した場合に、迅速に復興できるような計画の策定を検討します。 

・街路灯の設置、道路や公園などを防犯に配慮した構造とするなど、犯罪が発生しにくい

環境づくりに努め、防犯に対する環境の向上を図ります。 
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◯都市防災方針図 
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 実現化施策 

 安八スマート IC 周辺の産業振興 

4-1-1 地区の概要 

 安八スマート ICの北側は、田園風景が広が

っており、緑豊かな地区となっていますが、

周辺に、工業系の用途が指定されていること

から既存の工場が集積しています。 

また、本地区は、2018年に安八スマート IC

が開通したことで広域的な交通利便性が向上

し、立地ポテンシャルが高まっています。 

なお、安八スマート IC の利用状況として

は、2018 年 3 月から 2019 年 3 月までの 1 年

間の利用台数は 165 万台、一日あたりの平均

利用台数は約 4,400台/日となっており、今後

も多くの利用者が見込まれます。 

  

 

 

 

 

4-1-2 整備方針 

【本計画での位置付け】 

 

 

 

 

 

【整備の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

位置図 

本地区では、安八スマート IC の交通利便性を活かした工業系の土地利用の

推進を図り、住民の就業機会の確保に努めます。 

また、安八スマート IC 付近では、高速バスのバスストップ事業を拡大しま

す。 

地域の活力の維持・向上と雇用の場の確保につながる空間の形成を図る地区 



第 4章 実現化施策 
 

 

52 

（1）企業誘致 

 本地区は、周辺に複数の工場が立地しており、

2024 年に募集した安八スマート IC 工業団地の 6

区画分譲は全区画とも新たな企業の進出が決定

し、造成工事が進んでいます。 

今後は、新たに安八スマート IC 工業団地の東

側を活用し、既存企業の規模拡大や安八スマート

IC の立地ポテンシャルを活かした新規企業の誘

致を推進します。 

 

 

 

 

 

（2）整備手法 

 地区計画に基づいた基盤整備を進めます。 

また、基盤整備の際は周辺地区と調和した緑豊

かな地区とするため、安八町工業立地法に基づく

準則を定める条例に基づき一定の緑地を確保し

ます。 

 

 

 

 

 

（3）高速バスのバスストップ事業の拡大 

 高速バスの年間利用者は 2024 年度では全国で

7千万人を上回っており、今後も利用者の増加が

見込まれます。そのため、本町では、2021年 7月

に高速バス「にしみのライナー」を開通し、新た

な交通サービスを導入しています。 

バスストップの設置に合わせ、パークアンドラ

イド用の高速バス利用者専用駐車場の拡張や高

速バスから路線バスなどに容易に乗り継ぐこと

のできるシームレスな公共交通ネットワークの

整備・拡大を検討します。 
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 安八温泉周辺の観光振興 

4-2-1 地区の概要 

 (都)北今ヶ渕大薮線沿道に位置する安八

温泉は、北側に住宅地、南側に田園風景が広

がっています。 

また、日中は住民がゆったりくつろぐこと

のできる交流や憩いの場となっています。 

本地区には、安八町コミュニティバス（デ

マンド型）、輪之内町を南北に通る輪之内町

コミュニティバスの2つの路線のバス停が設

置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2-2 整備方針 

【本計画の位置付け】 

 

 

 

 

 

【整備の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置図 

本地区では、アクセス道路の充実やバスターミナルの設置を検討すると

ともに、温泉集客向上に資する商業施設などの立地や安八温泉の改修を検

討します。 

温泉集客向上に資する空間の形成を図る地区 
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（1）アクセス道路の充実 

 安八温泉へのアクセス道路は、狭あい道路が多

く、自動車の行き来が困難な状況となっています。

そのため、本地区への西側からの進入路となる

(都)北今ヶ渕大薮線や東側からの進入路となる

(都)西結南條線からのアクセス道路の拡幅などに

より交通環境の向上を目指します。 

 

 

 

（2）バスターミナルの設置 

 本町では今後、高齢化の進行や、それに伴う運転

免許証の自主返納者の増加などにより、交通弱者

が増加することが予想されます。 

また、MaaS をはじめ、新たなモビリティサービ

スの実用化・普及を促進するための都市基盤の整

備が求められる状況になっています。 

 そのため、2つの路線のバス停が設置されている

安八温泉周辺にバスターミナルを設置し、公共交

通機関を利用しやすい環境を目指します。 

 

 

（3）安八温泉の改修・商業施設などの立地 

 1990 年に開館し、2024 年には入館者 700 万人を

達成した安八温泉は、「心も体もあたたまる福祉の

まちづくり」の一環として生まれた保養施設であ

り、住民の交流や憩いの場となっています。 

 今後、より多くの住民が利用するよう、安八温泉

の改修工事を実施します。また、その際には、

PPP/PFI※の活用など、民間活力の導入についても

検討することとします。 

なお、温泉集客向上に資する商業施設などの誘

致のため、市街化調整区域における地区計画の指

定を検討します。 

※公共施設などの建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい
手法 

 

安八温泉 
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 計画実現に向けて 

 協働によるまちづくりの推進 

5-1-1 住民・企業協働の推進 

本計画は、本町の将来像などを示したものであり、その実現に向けた個別の都市計画の

決定や、変更などを行う際の指針としての役割を果たします。 

本計画の将来像の実現のためには、住民・企業・行政が協働し、基本目標などの共有を

図る必要があります。 

 また、互いに役割分担し、あらゆる場面において、連携してまちづくりを進めます。 

 

■住民・企業・行政の協働のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《企 業》 

○行政との共通認識 

○地域社会の一員としての意識 

○事業活動を通じたまちづくり 

《住 民》 

○行政との共通認識 

○まちづくりの主体としての認識 

○まちづくりへの参画・実践 

《行 政》 

○住民・企業ニーズの把握 

○情報の公開、法制度の運用 

○効率的・計画的なまちづくり 

住民・企業・行政の協働 
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5-1-2 住民参加のまちづくり 

住民は、まちづくりの主体であり、まちづくりを計画的に行っていくためには、住民の

理解と協力が欠かせません。 

そのために、まちづくりを行う上で、住民と行政が知恵を出し合い、考え、行動できる、

住民と行政の協働のための住民参加の仕組みを構築するとともに、住民と行政との連携・

協働体制の強化を図ります。 

また、地域の中のリーダーとなる人材を育成するとともに、町内会や自治会などの地域

に根ざした町内組織やＮＰＯ団体などの組織を支援し、住民参加のまちづくりの実現を図

ります。 

 

 

5-1-3 企業の協力・参加によるまちづくり 

企業は、住民と同様に本町の一員であり、自らの事業活動や経済活動を通じて、まちづ

くりに大きな影響力を持っており、まちの活性化に貢献することが期待されています。 

そのため、地域の特性やまちづくりのルールなどの理解を深め、まちづくりに対して積

極的な参加が求められます。 

また、企業の土地利用の動向は、計画的な土地利用に大きな影響をおよぼす可能性があ

ることから、早期に情報提供を要請する体制を構築し、計画的な土地利用への理解・協力

を求めるとともに、より良いまちづくりの実現に向けて協働・連携を図ります。 

 

 

5-1-4 行政のまちづくりへの取組 

本計画は、まちづくりに関する総合的な方針です。本計画の実現には、都市計画部門だ

けでは対応できない分野も含んでいます。そのため、計画実現のために、幅広い関係部署

との連携を図ります。 

また、公共事業の推進、計画的な土地利用の規制・誘導は、本町単独では不可能なこと

もあり、国、県、周辺市町及び関係機関などとの調整・連携を強化します。 
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 各種事業の進捗管理、計画の見直し 

社会情勢がめまぐるしく変化するなか、新たなまちづくりの課題や多様な住民ニーズへ

対応しなければなりません。そこで、事業を精査・検証し、より効果的な手法を採択して

実行するといったＰＤＣＡサイクルによるマネジメントが必要です。 

そのため、関係部局の連携を図りつつ、各種事業の目標を設定し、進捗状況を把握・管

理するとともに、事業を評価・検証しながら、必要に応じて本計画を見直します。 

本計画の見直しについては、目標年次への到達による見直しを基本としますが、人口の

状況や産業の動向といった社会経済情勢に応じ、定期的に見直しを行います。 

 

■PDCAサイクルイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan（計画） 
●都市計画マスタープラン 

の策定 

Do（実行） 
●事業の実施、進捗管理 

●住民との情報共有 

Check（評価） 
●事業の進捗、達成度の 

評価 

Action（改善） 
●評価を踏まえた見直し 

●効果を高める方策検討 


